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2012 年 3 月 27 日まで延長され

ることになりました。 

◆被害者への手厚い救済の

動き 
労災保険でも健康保険でも、

多くの給付は、支給が開始され

るのは「療養開始日」となって

います。石綿に関して言えば、

体に違和感をおぼえ療養を開始

し、治療を行う中で石綿が原因

であることが判明し、その後申

請を行って支給が開始される流

れになっています。 

これまでは、病院に行き療養

を開始した日と申請日が異なる

場合、申請するまでの間に受け

た治療等については健康保険等

においての自己負担となってい

ました。しかし、今回の改正に

より、支給開始日が「認定申請

日」から「療養開始日」と変更

され、法施行日以降に亡くなっ

た方の遺族にも特別遺族弔慰金

等が支給されることになり、被

害者や遺族にとっては歓迎すべ

き改正になったと言えるでしょ

う。 

 

 

無保険の子どもを救う

「改正国民健康保険法」  
 
◆「無保険」の子どもを救済 
自営業者らが加入する国民健

康保険において、景気悪化の影

響もあり、保険料の滞納が目立

っています。保護者が国民健康

保険の保険料を滞納したために

「無保険」になっている中学生

以下の子どもに臨時の保険証を

発行する「改正国民健康保険法」

が成立し、今年の４月１日から

施行されることになりました。 

◆滞納から発生する問題 
日本では、全国民が公的な医療

保険制度に加入する「国民皆保

険」が建前となっています。会社

員や公務員といった勤め人とそ

の扶養家族は健康保険や共済組

合などに加入し、自営業者やフリ

ーター、会社退職者などは、原則

として、自治体が運営する国民健

康保険に加入します。 

健康保険や共済組合では、多く

の場合、加入者の給料から保険料

が天引きされます。国民健康保険

では、65 歳以上の加入者から年

金の天引きもありますが、多くの

加入者は保険料を自ら払い込み

ます。国民健康保険に加入してい

る世帯は約 2,500万世帯あるそう

ですが、その２割弱で滞納が発生

していると言われています 

厚生労働省は保険料徴収を強

化するため、2000 年から、１年

以上滞納したときは、特別な事情

がなければ、保険証ではなく「資

格証明書」を交付することを自治

体に義務付けました。この資格証

明書は、保険証の代わりに交付さ

れるもので、窓口負担が全額自己

負担となりますが、市町村へ申請

することにより保険給付部の７

割が還付されます。 

しかし、資格書証明書を持つ加

入者が病院にかかることを我慢

し、病状を悪化させたり、死に至

ったりするケースが報告され始

め、この仕組みが裏目にでるよう

になりました。さらに、親の保険

料滞納により保険証を回収され、

医療機関にかかることの多い子

供たちが「無保険状態」になるこ

とが問題視されるようにもなり

ました。厚生労働省の調査による

と、無保険状態の中学生以下の子ど

もは全国に約３万 3,000 人もいる

と報告されています。 

◆無保険の子どもを救う今回

の法改正 
このような状況に対策を打つべ

く、今回の改正が行われました。具

体的には、中学生以下の子どもが医

療を受ける必要がある場合、有効期

間が６カ月の「短期保険証」を一律

に交付します。これにより、保護者

が保険料を滞納している状態であ

っても、中学生以下の子どもが医療

機関で必要な医療を受けられるよ

うになりました。 

国民健康保険は国民「皆保険」を

守る最後の砦となっているにもか

かわらず、保険料の滞納によって

様々な問題が生じているのが現状

です。必要な医療を受けられない無

保険の子どもを救済するために今

回の改正は行われましたが、まだま

だ取り組むべき課題がたくさん潜

んでいるようにも思えます。 

 

 

中小企業緊急雇用安定助

成金（新設）のご紹介 

 

急激な資源価格の高騰や景気の変

動などの経済上の理由による企業

収益の悪化から、生産量が減尐し、

事業活動の縮小を余儀なくされた

中小事業主が、その雇用する労働者

を一時的に休業、教育訓練又は出向

させた場合に賃金の一部を助成す

る助成金が新設されました。休業等

を行った場合、賃金相当額の５分の

４が助成されるなどの内容となっ

ています。詳細は当事務所までお問

合わせ下さい。 

 

◆記録漏れの訂正事務処理体

制を強化 
舛添厚生労働大臣は、年金記録

の訂正事務処理を行うための人

員について、現在の 280 名から

500 名に増やす方針を明らかに

しました。平均で７カ月程度かか

っている訂正申請から年金受給

までの期間を３カ月程度に短縮

するのがねらいだそうです。な

お、１月末時点での未処理件数は

約 80 万件にのぼると見込まれて

います。 

また、舛添大臣は、年金の支払

いが遅れた分だけ利息をつける

ことを検討する意向を示しまし

た。税金が徴収されすぎた場合に

は利息をつけて還付されている

ことが念頭にあるようです。 

◆「電子私書箱」活用で記録

改ざん防止に 
政府は、社会保障関連の個人情

報などを、本人がインターネット

で閲覧できる「電子私書箱」（仮

称）を活用して、標準報酬月額な

どをネット上で直接確認できる

ようにする制度の創設を検討し

ていることを明らかにしました。

事業主や社会保険事務所の手続

上のミスや改ざん防止をねらう

ためであり、順調に行けば 2011

年度導入の予定です。 

 

 

「石綿健康被害救済法」

改正による被害者救済の拡充 
 

◆石綿被害者救済のための法

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

律 
2006 年に「石綿健康被害救済

法」が施行され、その後 度々改

正が行われました。そして、2008

年 12月１日に、「石綿による健康

被害の救済に関する法律の一部

を改正する法律」 が施行されま

した。 

◆支給内容の拡充・支給期限

の延長 
今回の改正により、2008 年 12

月 1 日より、以下の通り支給が拡

充されています。 

（１）医療費等の支給開始日が

「療養開始日」に 

医療費や療養手当の支給開始

日が、「認定の申請をした日（認

定申請日）」から「療養を開始し

た日（療養開始日）」に改正され

ました。すでに認定されている方

についても、さかのぼっての支給

となります。ただし、認定申請日

から３年前の日より前に遡るこ

とはできません。 

（２）法律施行日以降に亡くなっ

た方の遺族に特別遺族弔慰金等

を支給 

石綿を吸入することにより中

皮腫や肺がんにかかったものの

認定の申請を行わず、これらの疾

病に起因して 2006 年３月 27 日

（法律施行日）以降に亡くなった

方の遺族にも、特別遺族弔慰金・

特別葬祭料（約 300 万円）が支給

されることとなりました。 

（３）特別遺族弔慰金等の請求期

限を延長 

特別遺族弔慰金・特別葬祭料

（約 300 万円）の請求期限が、

「年金記録問題」に 

関連した最近の動き 
 

◆「無年金」状態から受給権

を回復 
社会保険庁は、「宙に浮いた年

金記録」から自分の記録が見つけ

出されたことにより、「無年金」

の状態から受給権を回復できた

人が、今年５～９月の間に 62 人

いたと発表しました。この 62 名

の方々の年齢は62歳から93歳ま

でであり、受給可能な年金額は年

間平均で約 61 万 3,000 円となっ

ています。 

◆記録の訂正が社保事務所で

可能に 
社会保険庁は、厚生年金標準報

酬月額が改ざんされていた問題

に関して、記録の回復を早めるた

め、従業員の記録が遡って改ざん

されていた場合について、総務省

の年金記録確認第三者委員会に

おける審査を省略し、社会保険事

務所で記録を訂正できるよう、全

国の社会保険事務所に通知を出

したそうです。 

被害者が事業主や役員でない

一般の従業員であり、事業所が厚

生年金から脱退した後に遡って

従業員の標準報酬月額が引き下

げられていたり、加入期間が短く

されていたりするケースにおい

て、改ざんされた時期の給与実態

が給与明細書等の記録により確

認できる場合に、記録の訂正が可

能となります。 
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